
1 

 

陳 情 文 書 表（令和８年３月２６日定例会提出） 

 

陳情第１４号 

ごみ焼却施設等についての陳情 

 

令和８年３月２３日受理 

 

陳情者 ●●●●●●●●●●●●●● 

     七条町水利土木組合 

委員長 奥 戸 正 勝 

 

 さきの市議会のごみ焼却施設等検討特別委員会（２月２日開催）及び３月定例会本会議

（２月２７日開催）の結果の新聞報道を読んで、驚きと同時に行動が必要だと考え、七条町

水利土木組合（以下水利組合）は執行役員会（２月２２日開催）及び総会（３月２０日開

催）を経て、以下のとおり申入れをまとめ、陳情を提出することを決議しました。 

 まず初めに、七条町のことを認識していただきたいと思います。 

建設反対の請願を提出し市議会が採択したのは、七条町の一部の住民であるこということ

です。 

 七条町は５つの自治会から成り立っております。反対の請願は七条東自治会とオリエント

自治会が出したもので、ほかの３つの自治会（北・中・南自治会）は反対の請願を出してお

りません。 

ところが、これが七条町以外の住民には、七条町住民全体が反対していると勘違いされて

伝わっております。これは報道にも問題があると考えております。奈良市議会だよりやマス

コミでは「七条地区での建設に反対」との文字が散見され、このことが七条町住民全体の反

対につながっているのではと思われます。 

 さらに複雑なのは、５自治会のうち反対請願を出した２自治会は都跡小学校が校区であり、

ほかの３自治会は六条小学校が校区となっています。我々の水利組合の大半は七条中自治会

で、六条小学校区に属しています。水利組合は七条町地区内の水路や農道の管理等を実施し

ており、建設候補地の土地についても水利組合員の所有が認められます。 

長くなりましたが、以上が七条町の沿革です。 

 奈良市クリーンセンター建設計画策定委員会（以下策定委員会）は奈良市附属機関設置条

例を根拠に設置され、市民・学識経験者等で構成された機関です。 

奈良市新クリーンセンターの建設用地については、令和７年６月３日、策定委員会より、

七条町、北之庄町及び大和田町の３か所が適しているとの答申がなされました。 

ところが、令和８年２月２日に開催された奈良市議会ごみ焼却施設等検討特別委員会は策

定委員会の答申を軽視し、七条地区の地質調査費を除外し、２か所分の補正予算案を可決す

べき議案として、３月定例会の本会議に報告されました。この報告を受け、本会議で審議さ

れ、令和８年２月２７日に可決されました。 

条例により設置された機関の答申は本来尊重されるべきが普通であるにもかかわらず、答

申を軽視することは民主主義を否定することにつながる大変な暴挙ではないかと申し上げた

いのです。地質調査を実施すれば、より詳細な状況が判明し、候補地の判断材料になると考
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えられるのに、なぜ七条地区だけが除外されるのか不思議でなりません。 

誰もが毎日出すごみ。この処理施設が必要なことは誰もが理解しております。奈良市内の

どこかの場所に必要です。そのため策定委員会が慎重に長い時間をかけて検討してこられ、

３か所の候補地を答申されたと理解しております。それなのに、一部の七条町住民の反対の

請願を根拠に七条町の地質調査費を除外とは、どう考えても理解できません。 

議会の議決は重いです。しかし、七条町住民は反対住民ばかりではなく、議決の根拠であ

る反対請願は七条町住民全体の一部であります。このことは、議決の根拠を弱めることにな

りませんか。また、反対請願の取扱いが悪しき前例になりませんか。 

水利組合はごみ焼却施設等を七条町に設置するよう要望しているのではなく、答申に対し

公平・公正に審議していただくようお願い申し上げているのです。 

議員の皆様におかれましては、以上の内容を御理解いただき、七条町の地質調査について

再度の審議をお願いいたします。 

市民生活に最も身近なごみの問題を政局にしてはいけないと思います。市民目線での対応

をお願いいたします。 

 


